
 

 

 平成 22 年 7 月 1日  
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 付加機能評価項目の改定（救急医療機能）について 

 

 

 
１．改定の方針 

 １）社会環境・ニーズへの対応 

地域との連携を評価する 

２）位置付け 

本体審査の上積みとして位置づける 

（※右図参照） 

３）評価項目 

本体審査と重複した内容を整理・統合する 

 評価項目数は現状と同程度と（あるいは削減）する 

 

２．審査対象病院 

地域における高次救急（三次救急医療、もしくはそれに準ずる救急医療）を担うことを

役割としている病院 

 

３．検討結果 

現行評価項目（Ver.1.0）  改定評価項目（Ver2.0） 

Em.1 救急部門の地域における役

割と基本方針 

 Em.1 救急部門の地域における役

割と基本方針 

Em.2 救急部門の組織体制の確立  

Em.3 救急部門の施設・設備の整備  

Em.2 救急部門の体制の確立 

Em.4 救急部門の適切な運営  Em.3 救急部門の機能の発揮 

 新設 Em.4 救急部門における質改善に向

けた取り組み 

Em.5 救急患者への適切な対応  Em.5 救急患者への適切な対応 

Em.6 臓器を提供する体制の整備 削除  

 新設 Em.6 災害時の対応 

 

４．評価項目数  

 

 

 

 

 

５．今後の予定 

  平成 22 年 10 月 1 日から審査を開始する 

 Ver.1.0 Ver2.0 増減率 

大項目 6 5  

中項目 24 19 ▲20.8％ 

小項目 90 59 ▲34.4％ 

 本体審査 

（共通項目） 

付加機能 

（救急医療機能） 

この分野に特に力を注いでいる病院が対象 

あらゆる病院で対応が求められる内容 

専門性 
付加機能認定 

（機能別） 

本体審査認定 


